
　◆職員の任免

　◆給与・定員管理

　１．総括

　２．給料、初任給等の状況

(１）経常収支比率の状況（一般会計決算）

（２）人件費の状況（一般会計決算）

H24
年度

（３）職員給与費の状況（一般会計決算）

H24
年度

職員数
給料 職員手当 期末勤勉手当Ａ

人 千円 千円 千円
計　Ｂ

521 2,099,758

１人当り給与費
Ｂ／Ａ

給与費

608,985 870,081 6,8693,578,824
千円 千円

％

18
千円

区分

千円 ％

29,586,059 16,282 5,038,276 17

人件費 人件費率

人

80,999
千円

Ｂ／ＡＢＡ

うち人件費の占める割合
経常収支比率

区分
住民基本台帳人口

(H24年度末)
（参考）
23年度の人件費率

歳出額 実質収支

類似団体

89.6%
25.5%

年　　度 H23 H24
92.8% 90.9%

24.6%25.2%

（１）一般行政職職員の平均給料月額等

（２）職員の初任給

（３）一般行政職職員の経験年数別、学歴別平均給料月額

10 ～ 15 15 ～ 20 20 ～ 25 25 ～ 30 30 ～ 35

（４）ラスパイレス指数

（平成25年4月1日現在）
団体名

平均年齢（歳・月） 46.8

（平成25年4月1日現在、単位：円）

三 木 市

平均給料月額（円） 335,800

技能労務職
国の制度

137,200

教育職消防職技能労務職区分

172,200 － 140,100高校卒
172,200

149,800
191,600－178,800 196,900

264,300

149,800
一般行政職

一般行政職

指数
H19

97.5

（各年４月１日）
H25

大学卒

383,000大学卒

H23

区分

306,600

－

年度 H22H17

経験年数（年）

361,500300,500 312,500高校卒

H18

（平成25年4月1日現在、単位：円）

363,400

93.0

340,400
0

98.0 98.6

345,200

H24
100.9

H20
99.5

H21
100.1 93.1 101.1

職員の採用・退職の状況(H24.4.1～H25.3.31)

採用 退職
行政職 3 31
消防職 2 4
教育職 1 1
技能労務職 － 7
医療技術職 3 5
看護職 29 18

合計 38 66
＊競争試験による

人数（人）
職種
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（１）一般行政職職員の平均給料月額等

（２）職員の初任給

（３）一般行政職職員の経験年数別、学歴別平均給料月額

10 ～ 15 15 ～ 20 20 ～ 25 25 ～ 30 30 ～ 35

（４）ラスパイレス指数

（平成25年4月1日現在）
団体名

平均年齢（歳・月） 46.8

（平成25年4月1日現在、単位：円）

三 木 市

平均給料月額（円） 335,800

技能労務職
国の制度

137,200

教育職消防職技能労務職区分

172,200 － 140,100高校卒
172,200

149,800
191,600－178,800 196,900

264,300

149,800
一般行政職

一般行政職

指数
H19

97.5

（各年４月１日）
H25

大学卒

383,000大学卒

H23

区分

306,600

－

年度 H22H17

経験年数（年）

361,500300,500 312,500高校卒

H18

（平成25年4月1日現在、単位：円）

363,400

93.0

340,400
0

98.0 98.6

345,200

H24
100.9

H20
99.5

H21
100.1 93.1 101.1

（６）役職別平均年収

部長級（8級） 945 901 920 923 885 853 856 857 846 △ 99
課長・副課長級（7級） 873 860 861 848 825 790 785 773 765 △ 108
課長補佐・係長級（5～6級） 798 781 779 790 766 740 728 727 739 △ 59
一般職（1～4級） 605 585 570 583 567 548 559 569 559 △ 46

全体 741 715 708 711 689 664 665 667 662 △ 79
＊「増減」欄は平成17年と平成24年の比較

    　　　　　　　　　（行政職給料表適用者、全ての会計、単位：万円）

増減H24区分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H25H23

（５）年収の分布

人数(人) 割合(％)
1,000万円以上 1 0.2

900万円～999万円 6 1.2
800万円～899万円 52 10.2
700万円～799万円 198 38.8
600万円～699万円 118 23.1
500万円～599万円 67 13.1
400万円～499万円 29 5.8
300万円～399万円 18 3.5

300万円未満 21 4.1
合計 510 100.0

※年収には給料のほか、諸手当（超勤手当等）を含む。（平成25年1月～12月分）
※休職中の職員等も含む。

（行政職給料表適用者、全ての会計）

年収区分
H25
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（７）技能労務職の給与等
（平成25年4月1日現在）

参考

平均
年齢

人数
平均給料

月額
平均給与
月額(A)

対応する民間
の類似職種

平均
年齢

平均給与
月額(B)

A/B

50.6 52 348,933 385,366 － － － －

うち清掃職員 49.4 28 345,656 381,484
廃棄物処理業従
事員

44.7 288,200 1.32

うち学校給食員 56.2 3 369,985 389,649 調理師 42.5 262,700 1.48

うち用務員 49.7 10 353,917 395,666 用務員 53.5 206,600 1.92

49.7 3,479 285,030 323,181 － － － －

公務員
（C)

民間
（D)

C/D

－ － －

うち清掃職員 6,123,794 3,989,200 1.54

うち学校給食員 6,090,012 3,562,300 1.71

うち用務員 6,378,180 2,861,400 2.23

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（H21～23年の3ヵ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している

 　ものではない。

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては

　 前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

三木市

参考：年収ベース(試算値)の比較

国

区分

三木市

民間公務員

区分
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　３．行政職の級別職員構成の状況

　　昇給の勤務成績への反映状況

　４．職員手当の状況

職務の級の内容
　８級　部長等　　　　　　７級　課長等　　　　　　　　６級　課長補佐
　５級　係長および主査　　４級　主任　　　　　　　　　３級～１級　一般の職員

（１） 期末・勤勉手当 （市長・副市長・教育長を除く）

円　

（H24年度支給割合）

　　　　　　 期末手当　　　　勤勉手当

3 月分 月分

（加算措置の状況）

　役職に応じた加算を行っています。

　　勤勉手当への勤務実績の反映状況

(２) 退職手当（平成25年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置

2％～20％加算

万円 万円

※　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に

　　支給された退職手当の平均額です。

（３） 地域手当（平成25年4月1日現在）
千円

千円

％ 人 ％

（４） 特殊勤務手当
　円

　％

（５） 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

支給実績（平成23年度一般会計決算） 247,322

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 583

定年・勧奨

支給実績（平成24年度一般会計決算） 244,442

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務

感染症予防等のため消毒作業に従事する職員

社会福祉業務手当

救急出動手当 救急業務に従事する消防職員

支給対象地域

支給実績（平成24年度一般会計決算） 67,699

ブルドーザ、パワーショベル、コンパクタ等の特殊自動車の
運転に従事する職員

手当の種類（手当数）

39.4

消防職員のうち交替制勤務を正規の勤務とし、午後10時か
ら翌日午前5時までの間に通信勤務、受付勤務等の深夜勤
務に従事する職員

※ 1人当たり平均支給額　　　　

38.96

55.86

三木市（平成24年度一般会計決算）

１人当たり平均支給額（H24年度）

1,667,293

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度一般会計決算）

市内全域 4943

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成24年度）

64,276

左記職員に対する支給単価

1.5

3

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 130

清掃処理業務に従事する職員

ごみ処理業務

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 603

清掃手当 その他の汚物処理作業

福祉事務所に勤務する職員で、個別事情に即して助言、指
導、支援業務に専ら従事する職員（行政職給料表6級以下の
職員）

月額1,500円～2,500円

消毒手当 日額500円

日額550円

税務手当 市税事務に従事する職員（行政職給料表6級以下の職員）

月額2,500円

処置手当 行旅病人及び行旅死亡人の処置作業に従事する職員 1件につき1,000円～1,500円

日額400円

月額6,000円～10,000円

火葬手当 火葬場において火葬の業務に従事する職員
月額5,000円
件数による加算額
1件につき1,000円

班長等

1勤務につき980円

保育手当
保育所に勤務する保育士で入所児童の保育に従事する職
員（行政職給料表6級以下の職員）

月額2,500円

現場手当
工事の設計及び監督に従事する技術職員（行政職給料表6
級以下の職員）

月額2,500円

支給対象職員数 国の制度（支給率）

1件につき200円
（救急救命士の資格を有す
る者は300円）

12

交通指導員手当 街頭において交通立番活動に従事する職員 月額2,500円

特殊自動車運転手当 日額500円

夜間特殊勤務手当

自己都合

2,524261

55.86

23.03

32.83

46.55

55.86

28.79

管理職を対象に能力評価、業績評価（目標管理）を実施し、評定結果を
勤勉手当に反映しています。

　　（H24,H25は4月1日、H17は10月24日現在）

１級

1.0%
１級

1.3%

１級

2.4%
２級

2.8%

２級

3.4%

２級

2.7%

３級

19.3%
３級

13.5%

３級

13.7%

４級

20.8%
４級

28.4%

４級

28.8%

５級

20.1%

５級

20.9%

５級

21.2%

６級

12.8%

６級

9.0%

６級

7.3%

７級

19.2%

７級

20.3%
７級

21.0%

８級

4.0%

８級

3.2%

８級

2.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

合併時(平成17年)の構成比 平成24年の構成比 平成25年の構成比

１級

1.0%
１級

1.3%

１級

2.4%

２級

2.8%
２級

3.4%

２級

2.7%

３級

19.3%
３級

13.5%

３級

13.7%

４級

20.8%
４級

28.4%

４級

28.8%

20.1%
20.9% 21.2%

12.8% 9.0% 7.3%

19.2% 20.3% 21.0%

８級

4.0%
８級

3.2%

８級

2.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

合併時(平成17年)の構成比 平成24年の構成比 平成25年の構成比

管理職を対象に能力評価、業績評価（目標管理）を実施し、評定結果を昇給に反映し
ています。
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（１） 期末・勤勉手当 （市長・副市長・教育長を除く）

円　

（H24年度支給割合）

　　　　　　 期末手当　　　　勤勉手当

3 月分 月分

（加算措置の状況）

　役職に応じた加算を行っています。

　　勤勉手当への勤務実績の反映状況

(２) 退職手当（平成25年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置

2％～20％加算

万円 万円

※　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に

　　支給された退職手当の平均額です。

（３） 地域手当（平成25年4月1日現在）
千円

千円

％ 人 ％

（４） 特殊勤務手当
　円

　％

（５） 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

支給実績（平成23年度一般会計決算） 247,322

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 583

定年・勧奨

支給実績（平成24年度一般会計決算） 244,442

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務

感染症予防等のため消毒作業に従事する職員

社会福祉業務手当

救急出動手当 救急業務に従事する消防職員

支給対象地域

支給実績（平成24年度一般会計決算） 67,699

ブルドーザ、パワーショベル、コンパクタ等の特殊自動車の
運転に従事する職員

手当の種類（手当数）

39.4

消防職員のうち交替制勤務を正規の勤務とし、午後10時か
ら翌日午前5時までの間に通信勤務、受付勤務等の深夜勤
務に従事する職員

※ 1人当たり平均支給額　　　　

38.96

55.86

三木市（平成24年度一般会計決算）

１人当たり平均支給額（H24年度）

1,667,293

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度一般会計決算）

市内全域 4943

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成24年度）

64,276

左記職員に対する支給単価

1.5

3

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 130

清掃処理業務に従事する職員

ごみ処理業務

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 603

清掃手当 その他の汚物処理作業

福祉事務所に勤務する職員で、個別事情に即して助言、指
導、支援業務に専ら従事する職員（行政職給料表6級以下の
職員）

月額1,500円～2,500円

消毒手当 日額500円

日額550円

税務手当 市税事務に従事する職員（行政職給料表6級以下の職員）

月額2,500円

処置手当 行旅病人及び行旅死亡人の処置作業に従事する職員 1件につき1,000円～1,500円

日額400円

月額6,000円～10,000円

火葬手当 火葬場において火葬の業務に従事する職員
月額5,000円
件数による加算額
1件につき1,000円

班長等

1勤務につき980円

保育手当
保育所に勤務する保育士で入所児童の保育に従事する職
員（行政職給料表6級以下の職員）

月額2,500円

現場手当
工事の設計及び監督に従事する技術職員（行政職給料表6
級以下の職員）

月額2,500円

支給対象職員数 国の制度（支給率）

1件につき200円
（救急救命士の資格を有す
る者は300円）

12

交通指導員手当 街頭において交通立番活動に従事する職員 月額2,500円

特殊自動車運転手当 日額500円

夜間特殊勤務手当

自己都合

2,524261

55.86

23.03

32.83

46.55

55.86

28.79

管理職を対象に能力評価、業績評価（目標管理）を実施し、評定結果を
勤勉手当に反映しています。
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（１） 期末・勤勉手当 （市長・副市長・教育長を除く）

円　

（H24年度支給割合）

　　　　　　 期末手当　　　　勤勉手当

3 月分 月分

（加算措置の状況）

　役職に応じた加算を行っています。

　　勤勉手当への勤務実績の反映状況

(２) 退職手当（平成25年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置定年前早期退職特例措置

2％～20％加算

万円 万円

※　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に

　　支給された退職手当の平均額です。

（３） 地域手当（平成25年4月1日現在）
千円

千円

％ 人 ％

（４） 特殊勤務手当
　円

　％

（５） 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

支給実績（平成23年度一般会計決算） 247,322

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 583

定年・勧奨

支給実績（平成24年度一般会計決算） 244,442

手当の名称 主な支給対象職員及び支給対象業務

感染症予防等のため消毒作業に従事する職員

社会福祉業務手当

救急出動手当 救急業務に従事する消防職員

支給対象地域

支給実績（平成24年度一般会計決算） 67,699

ブルドーザ、パワーショベル、コンパクタ等の特殊自動車の
運転に従事する職員

手当の種類（手当数）

39.4

消防職員のうち交替制勤務を正規の勤務とし、午後10時か
ら翌日午前5時までの間に通信勤務、受付勤務等の深夜勤
務に従事する職員

※ 1人当たり平均支給額　　　　

38.96

55.86

三木市（平成24年度一般会計決算）

１人当たり平均支給額（H24年度）

1,667,293

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度一般会計決算）

市内全域 4943

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成24年度）

64,276

左記職員に対する支給単価

1.5

3

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（平成23年度決算） 130

清掃処理業務に従事する職員

ごみ処理業務

支給職員１人当たり平均支給年額（平成24年度決算） 603

清掃手当 その他の汚物処理作業

福祉事務所に勤務する職員で、個別事情に即して助言、指
導、支援業務に専ら従事する職員（行政職給料表6級以下の
職員）

月額1,500円～2,500円

消毒手当 日額500円

日額550円

税務手当 市税事務に従事する職員（行政職給料表6級以下の職員）

月額2,500円

処置手当 行旅病人及び行旅死亡人の処置作業に従事する職員 1件につき1,000円～1,500円

日額400円

月額6,000円～10,000円

火葬手当 火葬場において火葬の業務に従事する職員
月額5,000円
件数による加算額
1件につき1,000円

班長等

1勤務につき980円

保育手当
保育所に勤務する保育士で入所児童の保育に従事する職
員（行政職給料表6級以下の職員）

月額2,500円

現場手当
工事の設計及び監督に従事する技術職員（行政職給料表6
級以下の職員）

月額2,500円

支給対象職員数 国の制度（支給率）

1件につき200円
（救急救命士の資格を有す
る者は300円）

12

交通指導員手当 街頭において交通立番活動に従事する職員 月額2,500円

特殊自動車運転手当 日額500円

夜間特殊勤務手当

自己都合

2,524261

55.86

23.03

32.83

46.55

55.86

28.79

管理職を対象に能力評価、業績評価（目標管理）を実施し、評定結果を
勤勉手当に反映しています。

（６） 管理職手当

支給職員1人当たり平均支給年額（平成23年度一般会計決算） 745362 円

支給職員数（平成23年度一般会計決算） 115人

支給職員数の割合 22%

（７） その他の手当（平成25年4月1日現在）

円

円

円

72,536

１　交通機関利用者　運賃等相当額（55,000
　　　　　　　　　　　　　円を限度）
２　自動車等利用者　片道2㎞以上（2,000円
　　　　　　　　　　　　　～ 24,500円）

通勤手当 同 千円

（H24年度決算）

千円

支給実績
（H24年度決

算）

254,561

78,18535,029

20,238

平均支給年額

83,902

支給職員１人当たり

千円

１　配偶者　13,000円
２　その他扶養親族
　　　配偶者のない職員　11,000円
　　　配偶者を有する職員　6,500円
３　満１６歳から満２２歳までの子１人
　　　につき　5,000円を加算

同

内容及び支給単価

住居手当

手　当　名

（国）
１　家賃12,000円超から支給

１　借家　　9,000円を超える家賃につき、
　　　　　　100円 ～ 27,000円
２　自宅　　2,000円（新築購入から５年間
　　　　　　は3,500円）

国の制度と異なる内容

扶養手当

異

国の制度
との異同
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　５．特別職の状況

　６．職員数の状況

（１）特別職の報酬等

円 円

円 円

円 円

（△30％）

（△20％）

（△15％）

副 市 長 830,000 → 664,000 (△20%)

副 市 長 4.45月 → 3.56月

(△15%)→710,000

減額前の月額

980,000 (△30%)→

（平成２５年度）

給 料 月 額 等

市 長 686,000

報
　
酬
　
等

減額後の月額
（H22.4.1～H26.1.20）

教 育 長

区 分

期
末
手
当
等

（支給割合）

4.45月 → 3.78月

4.45月 → 3.12月

603,500

市 長

教 育 長

（２）特別職の年収

給料等 期末手当等

市　長

△30％
平成25.6月～9月は
減額した給料月額か
ら更に20％を減額

△30％ 1,678 → 1,133 △545

副市長 △20％ △20％ 1,421 → 1,137 △284
教育長 △15％ △15％ 1,215 → 1,033 △182
議長 △１0％ △10％ 951 → 856 △95

副議長 △１0％ △10％ 821 → 739 △82
議員 △１0％ △10％ 727 → 654 △73

※それぞれの役職を1年間務めた場合に、実際に個人に支給される金額（税引前）です。

減額内容
職　名 年収(万円) 減額（万円）

（１）人口千人当たりの職員数
（各年度４月１日現在、単位：人）

8.3 7.9 7.7 7.5
7.0 6.7 6.7 6.5 6.1

6.8 6.8 6.6 6.4 6.3 6.2 6.2 6.0 5.8

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人
数

年度

職員数（一般会計）

三木市

小野市

7



　職員数は、平成26年1月1日現在。年齢は、平成26年3月31日現在。消防職、保育士を含む。

 （３）年齢別職員数の状況

0

5

10

15

20

25

30

35

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

人
数

年齢

年齢別職員構成（行政職給料表適用者）

今後5年以内
の間に退職者
がピークをむ
かえます。

（２） 部門別職員数の状況と主な増減理由

平成24年 平成25年

議　会 5 5 0 

総　務 112 109 △3 事務事業の適正化

税　務 27 25 △2 住民税事業の適正化

民　生 76 70 △6 民生一般事業の適正化

衛　生 61 54 △7 業務の適正化、健康政策グループの統合

労　働 1 1 0 

農　水 15 15 0 

商　工 12 10 △2 観光振興グループの統合

土　木 41 41 0 

計 350 330 △20 

教　育 80 74 △6 教育一般業務の適正化

消　防 91 91 0 

計 171 165 △6 

病　院 328 325 △3 看護師・技術職の減

水　道 22 21 △1 水道業務の適正化

下水道 15 14 △1 下水道業務の適正化

その他 28 27 △1 介護保険業務の適正化

計 393 387 △6 

914 882 △32 

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、
　　　臨時又は非常勤職員を除いています。

部　　門

職　員　数（人） 対前年
増減数

主な増減理由
区　　分

公
営
企
業
等

総　　計

一
　
般
　
行
　
政

特
別
行
政
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　７．正規職員と非常勤職員の状況

（２）決算額の推移（一般会計）

　　　※　人件費：正規職員にかかる給料等の費用
　　　※　賃金：非正規職員にかかる賃金等の費用

（単位：百万円）

6264
5860 5655 5563

5148 4953 5074
4783 4591

613

598
659 676

645
680 643

642
724

6877

6458
6314 6239

5793
5633 5717

5425 5315

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

（見込）

決
算
額
（
百
万
円
）

年度

賃金

人件費

（１）職員数の推移（一般会計）

※　H17の正規職員は、旧吉川町職員を含みます
※　定員管理ベース、派遣職員を含みます。

（各年度４月１日現在、単位：人）

697 665 641 620 584 557 545 521 495

71
92 125

120
131 148 154

144
146

191 182
209

197
206 217 196

215 229

959
939

975
937 921 922

895 880 870

400

600

800

1000

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人
数

年度

アルバイト職員

嘱託職員

正規職員
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　◆職員の分限及び懲戒処分

　◆職員の休暇

　◆勤務条件に関する措置の要求

　◆不利益処分に関する不服申立

（１）分限処分者数（H24.4.1～H25.3.31） 10 件

（２）懲戒処分者数（H24.4.1～H25.3.31） 0 件

 (1) 年次有給休暇の取得状況（H24.1.1～H24.12.31）

 (2) 育児休業の状況（H24.4.1～H25.3.31）

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数

8.3

男性 女性区　　　分

12,333 2,530 303

新たに育児休業を取得した者

前年度から引き続いている者

0人 10人

0人 20人

継続件数 措置要求件数

0 0

（H24.4.1～H25.3.31）

継続件数 不服申立件数

0 0

（H24.4.1～H25.3.31）
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　◆職員の福利厚生

　◆職員研修
　　　市町村は必要な行政改革の推進を図りつつも、サービス水準の維持や質の向上を図って
　　いく必要があります。
　　そのために、公務員倫理や人権感覚の涵養、あるいは接遇向上を図ることはもとより、職
　　員一人ひとりの資質や能力を高め、市民満足度の高い行政サービスをめざし職員研修を
　　実施しています。

　地方公共団体は地方公務員法により、職員の福利厚生の計画を立て、実施することが義
務付けられています。三木市においても「三木市職員互助会」を設置し、下記の事業を実施
しています。

（１）職員互助会の状況
　　　　　   （平成25年度）

給付事業
弔慰金、結婚祝金、餞別金、罹災見舞金、傷病見舞金、遺
児等奨学資金

貸付事業
会員が臨時に資金を必要とする場合で、給料月額の3ヶ月
以内（最高限度75万円）

厚生事業
クラブ奨励、課内厚生事業補助、バス旅行、物資の購買斡
旋

（１）職員研修の状況
（平成24年度）

研修課程 研修対象者 受講者数 備考
採用予定者通信研修 平成25年度新規採用予定職員 10
新任職員研修（前期） 平成24年度新規採用職員 29
新任職員研修（後期） 平成24年度新規採用職員（行政職・嘱託員） 22
人権研修 全職員（同和問題） 347

新任職員・前期 29
新任職員・後期（行政職・嘱託員） 22
新任職員・後期（医療職・消防職） 30
人権研修推進員 40
職場内人権研修 900

メンタルヘルス研修 管理職 20
男女共同参画研修 各所属代表 75
国際文化アカデミー 実務担当職員等 6 4ｺｰｽ
兵庫県自治研修所 実務担当職員等 25 14ｺｰｽ
播磨内陸広域行政協議会 実務担当職員等 21 10ｺｰｽ
兵庫県 実務担当職員等 19 10ｺｰｽ
兵庫県消防学校 実務担当職員等 18 12ｺｰｽ
日本経営協会 実務担当職員等 16 14ｺｰｽ
その他 実務担当職員等 21 19ｺｰｽ

基
本
研
修

派
遣
研
修

特

別

研

修
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